
制度概要

　県内中小企業の経営者の高齢化が進む中、事業承継段階を迎えた事業者の円滑な事業承継の実現に
寄与することを目的とします。

　県内において事業を継続して行っている中小企業者について、事業承継計画を策定し、計画に従って
事業承継を行う中小企業者（５年以内に事業承継を行う者または事業承継後５年以内の者に限る。）で
あって、次の（１）から（３）のいずれかに該当し、かつ、（４）及び（５）に該当する方。
ただし、被承継者の親族、役員または従業員による事業承継に限ります。
（１）個人事業主から事業の承継を行う個人（以下「承継者Ⅰ」といいます。）
（２）代表者の交代※２による経営の承継を行う会社（以下「承継者Ⅱ」といいます。）
　　　※２　代表権の譲渡が明確であるものに限ります。
（３）事業承継のために設立された持株会社（以下「承継者Ⅲ」といいます。）
　　ただし、次の全ての要件を満たす会社に限ります。
　　　①持株会社の代表者が、持株会社の発行済議決権株式総数の３分の２以上を保有していること。
　　　②事業会社（被承継者）が保証対象業種に係る事業のみを行っていること。
（４）事業承継計画について、商工会議所または商工会の推薦を受けていること。
（５）申込人及び被承継者について県税の未納がないこと。

事業承継計画に従って行われる事業承継に必要となる次の資金
（１）承継者Ⅰのとき
　①被承継者との事業譲渡契約等に基づく事業の譲受（買取）資金
　②申込人以外の者が所有している事業用資産の取得資金
　③その他、保証協会が認める事業承継に必要な運転資金
（２）承継者Ⅱのとき
　①申込人及び代表者以外の者が保有している申込人の議決権株式の取得資金
　②申込人及び代表者以外の者が所有している事業用資産の取得資金
　③前代表者への役員退職金支払資金
　④その他、保証協会が認める事業承継に必要な運転資金
（３）承継者Ⅲのとき
　①事業会社の発行済議決権株式総数の３分２以上を一括取得する資金
　②申込人、その代表者及び事業会社以外の者が所有している事業用不動産の取得資金
　③上記①及び②に附帯する費用

保証限度額 ５，０００万円

保証期間 運転資金７年以内（うち据置１年以内）、設備資金１０年以内（うち据置２年以内）

返済方法 原則として、均等分割返済

貸付形式 証書貸付

担 保
必要となる場合があります。
また、不動産取得資金の場合は、原則として融資対象物件を担保とさせていただきます。

保 証 人
原則として法人代表者以外の保証人は不要です。
ただし、承継者Ⅲのときは、代表者並びに事業会社の法人保証が必要になります。

貸付利率 年１．６５％

基準料率 一般関係保険に係る普通保証・無担保保証　　年　０．３６％～１．５２％

適用料率 会計参与を設置している株式会社のときは、会計割引（△０．１０％）を適用します。

保証料補助 県が一律０．４０％（ただし保証料率区分９については０．３６％）の補助を行います。

 商工組合中央金庫、十八銀行、親和銀行、長崎銀行、佐賀銀行、西日本シティ銀行、福岡銀行、北九州
銀行、肥後銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、みずほ銀行、佐賀共栄銀行、たちばな信用金庫、九州ひぜん信用
金庫、伊万里信用金庫、長崎三菱信用組合、佐世保中央信用組合、福江信用組合、長崎県医師信用組
合、長崎県民信用組合、近畿産業信用組合

①商工会議所または商工会の「事業承継資金事業計画書兼推薦書」
②県税の納税証明書（未納がない旨のもの）
　　※申込人が個人事業主又は持株会社の場合は、加えて被承継者の納税証明書
③事業承継計画書（任意書式）
④資金使途に係る確認資料
⑤株式取得資金のときは、税理士または公認会計士が作成した株式評価算定書
　　（税理士、公認会計士には士業法人を含みます。）
⑥承継者Ⅲ（持株会社）のときは
　　・持株会社及び事業会社の定款（写し）、株主名簿（写し）
　　・事業会社の履歴事項全部証明書

本制度をご利用になった方は、年に１回以上、金融機関に対し承継計画の実施状況の報告が必要となり
ます。
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